
若者による若者のための消費者教育

（公社）全国消費生活相談員協会 消費者教育研究所

「あなたは、お金を儲けるために、お金を借りますか？」

ＳＮＳを利用した投資に関する借金の相談は後を絶ちません。大学生はお金
を儲けることとお金を借りることの関係をどのように考えているのでしょうか。
大学生が、若者に知ってほしいお金に関する消費者問題を整理し「高校生向
けの消費者教育教材」を作成しました。

大学、行政、消費者団体の連携による大学生の学びの取り組みで、大学生
はどのようなリテラシーを身に付けたか、大学生自身がご報告します。

龍谷大学のカライスコス・アントニオス教授のご講演後、対話型セッションで
学びを深めます。どうぞ、京都の会場で若者にエールを送ってください。

オープニング １３：３０～１３：４０

第一部 講 演 １３：４０～１４：１０

第二部 大学生からの報告

１４：1０～１５：００

第三部 対話型セッション

１５：１０～

学生

大学教員

消費者問題関係者

消費生活相談員他

クロージング １６：３０ 頃

主催 公益社団法人全国消費生活相談員協会消費者教育研究所

共催 京都府 ・ 京都産業大学法学部 坂東ゼミ

２０２５
２．１５
13：30～16：30

ゲストスピーカー

龍谷大学法学部
カライスコス アントニオス教授

場所・申し込み

プログラム

京都産業大学真理館 SR204号教室
https://www.kyoto-su.ac.jp/access.html

場 所

無料 （どなたでもご参加いただけます）参加費

kansai.shibu@zenso.or.jp （担当 雪）問合せ

上記申し込みフォームから申し込みください。（または下記の問合せメー
ルに氏名・所属・連絡先・参加方法をご記入の上、申込み下さい。）

申 込

会場100名 ・ オンライン100名
（定員になり次第、締め切ります）

2025年2月15日（土）13時30分～16時30分日 時

https://forms.gle/dt3dktk1PuTBkZEr5

アテネ大学法学部卒業、アテネ大学大学院
法学研究科修士課程修了、早稲田大学大
学院法学研究科修了

消費者庁新未来創造戦略本部「新未来ビ
ジョン・フォーラム」構成員、総務省情報通信
法学研究会構成員、日本消費者法学会理
事 他。主な著書：『これからの消費者法ー
社会と未来をつなぐ消費者教育』 『不公正
な取引方法と私法理論ーEU法との比較法的
考察』 （法律文化社、2020年）〔単著〕他。

ー大学生が作る高校生向けの消費者教育教材ー
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定 員

京都産業大学 https://www.kyoto-su.ac.jp/access.html
京都駅から地下鉄烏丸線20分国際会館駅から京都バス9分


